
（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
に
よ
る
告
示
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
設
業
課
）…
�

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
に
よ
る
告
示
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
変
更
、
廃
止
、

休
止
及
び
再
開
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
辞
退
…
…
…（
同
）…
��

○
令
和
六
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
及
び
管
理
美

容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�	

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
��

告

示
（
選
）

○
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
補
欠
選
挙
を
行
う
事
由

の
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

告

示
（
公
）

○
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

公

告

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
��

○
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
予
定
処
理
区
域
等

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
�


告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
十
二
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
中
野
二
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

中
野
二
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

中
野
区
中
野
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
野
区
中
野
三
丁
目
三
十
二
番
十
一
号

平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
二
月
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
十
三
号

次
の
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
又
は
建
設
業
者
の
所
在
を
確

知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
建
設
業
者
か
ら

申
出
の
な
い
と
き
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
。

令
和
六
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

商

号

代
表
者
氏
名

主
た
る
営
業

所
の
所
在
地

許
可
番
号

許
可
年

月
日

株
式
会
社

剛
永
建
設

代
表
取
締
役

秋
永

剛
志

渋
谷
区
渋
谷

三
丁
目
二
十

六
番
十
七
号

野
村
ビ
ル
二

〇
七
号

東
京
都
知
事

許
可
（
特－

二
）
第
一
五

二
五
九
六
号

令
和
二

年
十
月

十
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
十
四
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

令
和
六
年
二
月
九
日



令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） ２

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

商
号

株
式
会
社
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

内
田

唯

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

港
区
六
本
木
四
丁
目
八
番
七
号

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
四
四
九
五
号

五

免
許
年
月
日

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

一

商
号

株
式
会
社
れ
い
わ
不
動
産

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

長
谷
川

祥
彦

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
王
子
市
中
野
町
二
千
七
百
三
十
六
番
地
四
セ

カ
ン
ド
キ
ャ
ン
パ
ス
一
階

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
四
〇
三
五
号

五

免
許
年
月
日

令
和
元
年
十
月
十
八
日

一

商
号

株
式
会
社
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

塩
谷

知
久

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
十
一
番
十
一
号

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
六
四
五
号

五

免
許
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日

一

商
号

株
式
会
社
Ｎ
Ｅ
Ｏ

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

松
本

了

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
十
八
番
十
三
号
日
祥
ビ

ル
二
階

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
九
九
一
六
三
号

五

免
許
年
月
日

令
和
三
年
五
月
二
十
日

一

商
号

株
式
会
社
Ｐ
ｈ
ｉ

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

相
原

剛

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
二
十
二
番
三
十
七
号
ス

ト
ー
ク
西
新
宿
福
星
ビ
ル
二
階

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
〇
五
一
号

五

免
許
年
月
日

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

一

商
号

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ア
ク
セ
ス

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

生
田

玲
子

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
久
留
米
市
南
沢
三
丁
目
十
三
番
十
五
号

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
四
九
五
号

五

免
許
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
三
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
葛
飾
区
細
田
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ

ひ

ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合

物
三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）５



令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） ６



（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）７



令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） ８



（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）９



令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） １０



（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）１１



令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） １２



（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）１３



令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） １４



（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）１５



令和6年2月9日（金曜日）東 京 都 公 報（第17999号） １６



（第17999号）東 京 都 公 報令和6年2月9日（金曜日）１７

◉
東
京
都
告
示
第
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の

二
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子


